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農
業
者
年
金
に
加
入
し
て

農
業
者
の
老
後
に
安
心
を
！

◦
老
後
の
不
安
を
解
消　

　
安
心
し
て
老
後
を
迎
え
る
た
め
に
は
、

早
め
に
し
っ
か
り
と
し
た
備
え
が
必
要
で

す
。
農
業
者
の
公
的
年
金
は
基
本
、
国

民
年
金
だ
け
な
の
で
、
老
後
の
生
活
費

に
不
安
を
抱
く
方
も
多
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。
国
民
年
金
に
上
乗
せ
で
き
る

農
業
者
の
た
め
の
年
金「
農
業
者
年
金
」

は
、
国
の
担
い
手
対
策
も
兼
ね
た
政
策

年
金
と
い
う
面
も
あ
り
、
多
く
の
メ
リ
ッ

ト
を
備
え
て
い
ま
す
。

◦
国
民
年
金
だ
け
で
は
月
10
万
円
程
度

　
不
足

　
高
齢
農
家（
夫
婦
２
人
）の
現
金
支
出

は
月
額
23
．
７
万
円
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
。
40
年
間
、
夫
婦
そ
れ
ぞ
れ
月
２
万

円
の
保
険
料
を
支
払
っ
た
場
合
、
受
け

取
る
農
業
者
年
金
は
月
額
12
．
４
万
円

と
な
り
、
国
民
年
金
13
．
6
万
円
、
国

民
年
金
付
加
年
金
１
．
６
万
円
を
足
す

こ
と
で
、
生
活
に
必
要
な
現
金
支
出
を

ま
か
な
え
る
水
準
と
な
り
ま
す
。

　
◦
農
業
者
年
金
の
支
給
額（
年
額
）の
試
算

　
保
険
料
月
額
２
万
円
で
加
入
し
、
65

歳
か
ら
受
け
取
る
場
合
の
負
担
額
と
支

給
額
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
り
ま

す
。

老齢年金
支給額

（年間）

80万円

69万円

53万円

46万円

42万円

36万円

保険料本人
負担分総額

960万円

720万円

600万円

性別

男性

女性

男性

女性

男性

女性

納付
期間

40年

30年

25年

加入
年齢

20歳

30歳

35歳

※
詳
し
く
は
農
業
者
年

金
基
金
Ｈ
Ｐ
を
ご
覧

く
だ
さ
い
。

　
違
反
転
用
を
な
く
し
ま
し
ょ
う

　

農
地（
登
記
ま
た
は
現
況
が
田
畑
）を

耕
作
以
外
の
住
宅
・
駐
車
場
な
ど
の
使

い
方
を
し
た
い
場
合
、
農
地
転
用
許
可

が
必
要
で
す
。

※
市
街
化
区
域
の
場
合
は
届
け
出
が
必
要

　

手
続
き
を
せ
ず
に
農
地
転
用
を
行
う

と
、
違
反
転
用
行
為
と
な
り
、
是
正
の

指
導
、
工
事
停
止
の
勧
告
、
原
状
回
復

命
令
な
ど
が
行
わ
れ
ま
す
。
懲
役
や
罰

金
が
科
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
ま
す
。

　
転
用
を
検
討
す
る
場
合
は
、
必
ず
事

前
に
農
業
委
員
会
へ
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

全
国
農
業
新
聞
を
購
読
し
ま
し
ょ
う

　
全
国
農
業
新
聞
は
、
農
業
委
員
会
の

全
国
組
織
が
週
１
回
発
行
す
る
農
業
総

合
専
門
紙
で
す
。
農
家
の
皆
様
の
情
報

収
集
の
ツ
ー
ル
と
し
て
ご
購
読
く
だ
さ

い
。
購
読
料
は
月
７
０
０
円
で
す
。

●
申
込
先

　
農
業
委
員
会
事
務
局

　
全
国
農
業
新
聞
Ｈ
Ｐ

周
辺
環
境
へ
の
配
慮
の
お
願
い

　

市
民
の
方
か
ら
、
畑
か
ら
の
土
埃
や

臭
い
で
困
っ
て
い
る
と
苦
情
が
寄
せ
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

堆
肥
な
ど
を
す
き
込
む
場
合
に
は
、

隣
地
の
農
作
物
や
住
宅
に
配
慮
し
、
風

向
き
な
ど
の
気
象
条
件
に
注
意
し
て
、

耕
運
作
業
を
お
願
い
し
ま
す
。

　
ま
た
、
道
路
に
ト

ラ
ク
タ
ー
に
付
い
た

泥
を
落
と
し
た
り
、

ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
の

水
が
掛
か
っ
た
り
し

な
い
よ
う
ご
配
慮
を

お
願
い
し
ま
す
。

高齢農家（夫婦2人）の現金支出
月額23.7万円

（令和4年総務省家計調査より推計）

国民年金
月額13.6万円

国民年金
付加年金

月額
1.6万円

農業者年金
月額12.4万円

国民年金だけでは
約10万円不足

合計月額約28万円

◦高齢農家（夫婦2人）の現金支出と
　年金額の例

▲全国農業
　新聞HP

▲農業者
　年金基金HP
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